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改  正  追  補 

 

1. 適用範囲   誘導灯器具及び避難誘導システム用装置試験細則（以下 技術資料 126）に定める試

験方法について解釈・補足したものである。 

  

2. 解釈・補足  技術資料 126本文項目にて解釈・補足を設ける部分は下線にて表示し、対応する本文項

目における解釈・補足を下表にて定めることとする。 

 

技術資料 126本文項目 解釈・補足 

7ページ 

5. 7 光特性試験 

5. 7. 1 表示面の平均輝度                  

a) 平均輝度の測定範囲は，器具，装置の表示板を取

り付ける枠内とする。ただし，曲面を有する表示板

のものは，表示内容が有効と判断される部分とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測定範囲は申請図面記載の有効表示面とし、有効表

示面以外で発光する部分がある場合は、遮光して測

定する。 
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禁 無断複写、転載  

点線内が有効表示面

の場合、点線外は遮

光する。 

有効表示面寸法 

側面及び背面が発光

する場合は遮光する。 

有
効
表
示
面
寸
法

 


